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三重県

三重県では、以下の３つをポイントに精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築を目指しています。
１）精神障害だけじゃない！将来を見据えた地域包括ケアシステム
２）精神科病院・クリニック、市町と連携した地域包括ケアシステム
３）ケア会議を軸とした地域包括ケアシステム

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築支援事業
「自治体状況共有」シート

精神障害にも対応した
地域包括ケアシステムの構築
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三重県

１ 自治体の基礎情報

基本情報（自治体情報）
取組内容

【人材育成の取組】

・精神保健福祉基礎研修（基礎知識編・基礎技術編）

・精神保健福祉専門研修

・精神科医療と福祉の連携研修

・退院後支援スキルアップ研修

【精神障がい者の地域移行の取組】

・精神障がい者地域

移行・地域定着支援

事業

・精神障がい者アウト

リーチ体制構築事業

・精神障がい者地域移行

地域定着推進連絡会

／

／

か所／障害圏域数

か所

回／年2

か所／市町村数

精神障害にも対応した地域包括ケアシステム
の構築に向けた保健・医療・福祉関係者によ
る協議の場の設置状況（R４年４月時点）

1

（自立支援）協議会の開催頻度（R3年度）

精神領域に関する議論を
行う部会の有無

有

99

29 29有

有

有

（自立支援）協議会の開催頻度

都道府県

障害保健福祉圏域

市町村

70.8

66.4

2,568

9

か所

％

％

％

か所

か所

か所

179

（％：構成割合）

1,072

1,496

614

684

17.7

市町村

退院率（R３年6月時点）

障害保健福祉圏域数（R4年4月時点）

市町村数（R4年4月時点）

人口（R4年4月時点）

精神科病院の数（R4年4月時点）

人

人

3,866 人

精神科病床数（R3年6月時点）

入院精神障害者数

（R3年６月時点）
３か月未満（％：構成割合）

１年以上（％：構成割合）

３か月以上１年未満

29

9

1,744,795

19

4,608

保健所数（R４年４月時点）

相談支援事業所数

（R4年４月時点） 一般相談支援事業所数

うち６５歳未満

うち６５歳以上

合計

特定相談支援事業所数

入院後３か月時点

入院後６か月時点

入院後１年時点

基幹相談支援センター数

25

11

87.0

82.7

15.9

か所

％

人

％

人

％

人

床

病院

人
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2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体） 三重県

・医療と福祉の連携研修
・退院後生活環境相談員スキル
アップ研修

退
院

地域（自立支援）協議会精神
部会など
・地域における退院施策の検討

精神科病院
PSW/退院後生活環境相談員

精神科医師、看護師
など多職種のチームで、
家庭を訪問して支援
を行う。

③ 精神障がい者アウ
トリーチ体制構築事業

・地域移行関係職員に対する研修
・ピアサポーターの体験談を聞き、退
院意欲の向上を図るプログラムの実施
・ピアサポーター同士の交流会の開催
・ピアサポーター等による地域住民へ
の啓発等

① 精神障がい者地域移行・地域定着
支援事業

圏域総合相談
センターなど

・夜間休日の受診機会確保
・２４時間電話相談

④ 精神科救急医療システム

支援

相談
・受診

保健所
市町

相談支援事業所
・サービス報酬による支援

精神科病院

⑤ 地域移行研修会

②精神障がい者地域移行・地域定
着推進連絡会【県主催】
・各圏域の情報共有
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３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯 三重県

平成23年度 平成24年度 平成25年
度

平成26年度
平成27年度

・地域体
制整備
コーディ
ネーター
の配置

・協議会
の設置

・ピアサ
ポーター
の活用

・地域住
民との交
流事業

・アウト
リーチ推
進事業

９圏域９総
合相談支援
事業所等へ
委託

・ピアサ
ポー
ターの
活用

・地域住
民との
交流事
業

・アウト
リーチ
推進事
業

９圏域９総
合相談支
援事業所
等へ委託

・ピアサ
ポー
ターの
活用

・ピアサ
ポー
ターを
支援す
る者の
配置

・アウト
リーチ
推進事
業

４圏域４総
合相談支
援事業所
等へ委託

９圏域12総合相談支
援センター等へ委託

地域移行に係る事業

地域定着支援に係る事
業

・地域住民との交流

・地域移行推
進員の配置

・個別支援会
議

・協議会の設置

・地域体制整備
コーディネー
ターの配置

・ピアサポー
ターの活用

・アウトリーチ推
進事業
・

９圏域12総合相談支

援センター等へ委託
（H15,16はひとつの社
会福祉法人に委託）

地域移行に係る
事業

地域定着支援に
係る事業

・地域住民との交
流

・地域移行推
進員の配置

・個別支援会
議

・協議会の設置

・地域体制整備
コーディネー
ターの配置

・ピアサポーター
ピアカウンセ
ラー養成事業
・

平成15年度～
平成22年度 平成28年度

４圏域４総
合相談支
援事業所
等へ委託

・ピアサ
ポーター
の活用

・コーディ
ネーター
及び・ピ
アサポー
ターを支
援する者
の配置

・アウト
リーチ推
進事業
（２か所
め）

・こころの
バリアフ
リー大使
委嘱など

・ピアサ
ポーター
の活用

・ピアネッ
トカフェ
（PNC）開
始

・コーディ
ネーター
及び・ピ
アサポー
ターを支
援する者
の配置

・アウト
リーチ推
進事業
（２か所）

・こころの
バリアフ
リー大使
活動

平成29年度

３圏域３総
合相談支
援事業所
等へ委託
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３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯 三重県

・ピアサポー
ターの活用

・ピアネットカ
フェ（PNC）継
続開催

・ピアサポー
ターを支援す
る者の配置

・アウトリーチ
推進事業（２
か所）

・こころのバリ
アフリー大使
活動

平成３０年度

５圏域５総合
相談支援事業
所等へ委託

６圏域６総合
相談支援事
業所等へ委
託

・ピアサポー
ターの活用

・ピアネットカ
フェ（PNC）継
続開催

・ピアサポー
ターの養成

・ピアサポー
ターを支援す
る者の配置

・アウトリーチ
推進事業（２
か所）

・こころのバリ
アフリー大使
活動

令和元年度 令和２年度

３圏域３総合
相談支援事
業所等へ委
託

・ピアサポー
ターの活用

・ピアサポー
ターの養成

・ピアサポー
ターを支援
する者の配
置

・アウトリー
チ推進事業
（３か所）

令和３年度

３圏域３総
合相談支
援事業所
等へ委託

・ピアサ
ポーターの
活用

・ピアサ
ポーターの
養成

・ピアサ
ポーターを
支援する者
の配置

・アウトリー
チ推進事業
（３か所）
・啓発

令和４年度

３圏域３総
合相談支
援事業所
等へ委託

・ピアサ
ポーターの
活用

・ピアサ
ポーターの
人材育成

・ピアサ
ポーターを
支援する
者の配置

・アウトリー
チ推進事
業（３か所）
・啓発
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４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に資する取組の成果・効果

＜令和３年度までの成果・効果＞

課題解決の達成度を測る指標 目標値
（R３年度当初）

実績値
（R３年度末）

具体的な成果・効果

①各圏域での精神科医療と市町
の連携会議の開催する圏域の数

9 9 県内、全圏域の地域自立支援協議
会において、精神科医療と市町行政
機関の担当者が圏域の課題を検討
することができ、今後の精神障害に
も対応した地域包括ケアシステム構
築に向けた体制整備の検討が行わ
れた。

三重県

②県全体での連絡会の開催回数 1 1 各圏域での取組や課題について情
報共有できた。

③啓発活動 1 2 コロナ禍であったため、パネル展の
開催やオンラインを活用し実施した。

精神障害について、広く一般県民に
知っていただける機会となった。
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５ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた現時点における強みと課題

【特徴（強み）】
・全圏域において、地域自立支援協議会の精神部会にあたる機能を持っている。

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する役割（取組）

精神障害にも対応した地域包
括ケアシステムについて、どこ
から取り組んでよいかわから
ないといった圏域が存在する。

三重県精神障がい者地域移行・地域定着
推進連絡会を開催し、地域の課題整理を行
う。

行政 連絡会へ参加し、課題検討を行う。

医療 同上 、医療現場の課題を提示する。

福祉 同上 、福祉現場の課題を提示する。

その他関係機関・住民等 —

精神障がい者に対する偏見は
根強く当事者が安心して暮ら
しなれた身近な地域で生活で
きる地域づくりが求められ、ピ
アサポーターの活動や効果的
な啓発活動が必要

① 入院中患者の地域移行に関する取組と
して、ピアサポーターの体験談プログラ
ムを実施

② 啓発活動の実施

行政
ピアサポーター活動や啓発を実施するための
環境整備

医療 ピアサポーター活動の受入

福祉 ピアサポーターの養成

その他関係機関・住民等 偏見の解消

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

課題解決の達成度を測る指標 現状値
（今年度当初）

目標値
（令和４年度末）

見込んでいる成果・効果

①県全体での連絡会の開催回数 ０ 1 各地域の包括ケアシステムにかかる課題整理

②啓発活動（イベント等） ０ ２ 一般県民に対する精神障がいの偏見解消

三重県



8

三重県

６
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
今年度の取組スケジュール

時期（月） 実施する項目 実施する内容

４月

７月

未定

アウトリーチ体制構築事
業業務委託開始

精神障がい者地域移
行・地域定着支援事業
業務委託開始

連携会議

３圏域３医療機関に委託（令和５年３月末まで）

３圏域３事業者に委託（令和５年３月末まで）

三重県精神障がい者地域移行・地域定着推進連絡会


